
原子力規制委員会、地元関係者及び四国電力株式会社の意見交換 
 
 
 
 
１．日時  平成31年4月13日（土）10：00～12：00 

 

２．場所  愛媛県オフサイトセンター 

 

３．議題 

（１）原子力規制委員会、地元関係者及び四国電力株式会社の意見交換 

 

４．配布資料 

（１）出席者一覧 

（２）座席表 

（３）委員による現場視察及び地元関係者との意見交換について（平成29年11月15日原子力 

規制委員会資料） 

 



 
出席者一覧 

＜原子力規制委員会＞ 
更
ふけ

田
た

 豊
とよ

志
し

 原子力規制委員会 委員長 
伴
ばん

  信彦
のぶひこ

 原子力規制委員会 委員 
  

＜地元関係者＞ 

中村
なかむら

 時
とき

広
ひろ

 愛媛県知事 

福井
ふ く い

 琴樹
こ と き

 愛媛県防災安全統括部長 

高門
たかかど

 清彦
きよひこ

 伊方町長 

山本
やまもと

 吉
よし

昭
あき

 伊方町議会議長 

大城
おおしろ

 一郎
いちろう

 八幡浜市長 

新宮
しんぐう

 康史
やすちか

 八幡浜市議会議長 

二宮
にのみや

 隆
たか

久
ひさ

 大洲市長 

 押田
お し だ

 憲一
けんいち

 大洲市議会議長 

管家
か ん け

 一夫
か ず お

 西予市長 

 酒井
さ か い

 宇之
う の

吉
きち

 西予市議会議長 

岡原
おかはら

 文
ふみ

彰
あき

 宇和島市長 

清家
せ い け

 康生
や す お

 宇和島市議会議長 

 山先
やまさき

 森
もり

繁
しげ

 伊予市副市長 

北橋
きたはし

 豊作
とよさく

 伊予市議会副議長 

稲本
いなもと

 隆
たか

壽
とし

   内子町長 

山本
やまもと

 徹
とおる

 内子町議会議長 

村田
む ら た

 友
とも

宏
ひろ

 山口県総務部理事 

 立
たて

畠
ばたけ

 安
やすし

 上関町総務課長 

  

＜四国電力株式会社＞ 
佐伯
さ え き

 勇人
は や と

 取締役社長 

玉川
たまがわ

 宏一
こういち

 取締役副社長 原子力本部長 
川西
かわにし

 德
のり

幸
ゆき

 常務執行役員 原子力本部副本部長 伊方発電所長 

黒川
くろかわ

 肇一
けいいち

 執行役員 原子力本部 原子力部長 
 
 

 



 

＜事務局＞ 

河村
かわむら

 玲
れ

央
お

 原子力規制庁 総務課 企画官 

関
せき

  雅之
まさゆき

 原子力規制庁 総務課 広報室長 

西崎
にしざき

 崇
たか

徳
のり

 原子力規制庁 原子力規制企画課 企画官 

鶴
つる

園
ぞの

 和男
か ず お

 原子力規制庁 伊方原子力規制事務所長 

石口
いしぐち

 孝
こう

治
じ

 原子力規制庁 伊方原子力規制事務所 上席放射線防災専門官 

中野
な か の

 弘幸
ひろゆき

 原子力規制庁 伊方原子力規制事務所 上席放射線防災専門官 
 



座席表

取材スペース

更田委員長
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佐伯取締役社長

玉川取締役副社長
原子力本部長川西原子力本部副本部長

伊方発電所長

黒川原子力本部
原子力部長

河村企画官

西崎企画官
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村田 山口県総務部理事

中野 上席放射線
防災専門官

石口 上席放射線
防災専門官



 

委員による現場視察及び地元関係者との意見交換について 

 
平成２９年１１月１５日 

原子力規制委員会 
 
 

平成２９年１１月１日の第４７回原子力規制委員会における議論（原子力規

制委員会５年間の振り返りについて）を踏まえ、今後、以下の要領により、委員

による原子力施設の視察及び地元関係者との意見交換を行うこととする。 
 
１．基本方針 
今後の継続的な取り組みとして、委員は手分けして国内の原子力施設を訪問

し、現場の状況を把握する。併せて、現地のオフサイトセンターにおいて、当該

原子力施設に関する規制上の諸問題について、被規制者に加えて希望のある地

元関係者を交えた意見交換を行う。 
 
２．対象施設 
 新規制基準適合性に関する許可を受けた原子力発電施設を中心とする。 
 
３．意見交換の形式 

① 現地のオフサイトセンターにおいて、｢施設の状況等に関する委員と被規

制者との議論｣及び｢地元関係者を交えての意見交換｣を行う。 
② 地元関係者としては、ＵＰＺ圏内の道府県及び市町村を代表する者及びそ

の者が選んだ追加１名までの参加を募ることとする。 
 
４．公開方針 
オフサイトセンターにおける意見交換については、資料、議事録、動画を会議

終了後に公開する。また、報道機関による傍聴を可能とする。 
 
５．他の活動との関係 
本取り組みの導入に合わせ、別途東京で月１回の頻度で実施している経営責

任者との意見交換の頻度を見直すとともに、被規制者の経営責任者が現地意見

交換等に参加する場合、東京での意見交換を省略するものとする。 

別添 

（平成 29 年 11 月 15 日原子力規制委員会資料） 


